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2024年 5月 20日 

各  位 

会 社 名 サクサホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長   齋藤 政利 

（コード番号 6675 東証スタンダード） 

問合せ先 コンプライアンス推進室長 齋藤 太三夫 

（ＴＥＬ 03‐5791‐5525） 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の非継続（廃止）に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛

策）（以下「本対応策」といいます。）について、これを継続せず、その有効期間が満了する 2024

年６月 26 日開催予定の第 21 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時を

もって廃止することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

当社は、2022 年６月 28 日開催の第 19 回定時株主総会において株主の皆様から承認を受け、

同日より発効しております本対応策につきまして、その後の情勢変化等も勘案しつつ、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上の観点から、その在り方について継続的に検討

して参りました。 

かかる検討の結果、当社は、買収への対応方針における近時の動向、国内外の機関投資家を

はじめとする株主の皆様のご意見などを総合的に勘案し、本日開催の当社取締役会において、

当社取締役全員の賛成により、本対応策を継続せず、その有効期間が満了する本株主総会の終

結の時をもって、本対応策を廃止することを決議いたしました。また、併せて、本株主総会の

終結の時をもって、会社法施行規則第 118 条３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（会社の支配に関する基本方針）を別紙のとおり

改定することを決議いたしました。 

なお、当社は、本対応策の廃止後も、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそ

れのある当社株式の大量取得行為が行われる場合には、株主の皆様がその是非を判断するため

に必要かつ十分な時間と情報を確保するとともに、必要に応じて当社の企業価値及び株主共同

の利益を確保するために、その時々において関係法令上採用可能な適切と考える施策を講じて

参ります。 

以 上  



 

 

 2 

別紙 

会社の支配に関する基本方針 

 

1. 基本方針の内容 

  当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えております。したがって、

株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の

意思に基づき行われるべきものと考えております。 

  しかし、当社株式の大量取得行為またはその申し入れの中には、次のものも想定されます。 

 ① 買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、当企業グループの企業価値ひいては株主共同   

の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの 

 ② 株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの 

 ③ 当社に、当該買付けに対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えること 

なく行われるもの 

 ④ 当社株主に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供 

することなく行われるもの 

 ⑤ 買付けの条件等（対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付けの 

実行の可能性等）が当社の本源的価値に鑑み、著しく不十分または不適当なもの 

  このような当社株式の大量取得行為またはその申し入れを行う者は、例外的に、当社の財

務および事業の方針の決定を支配する者として不適切な者と考えています。このような行為

から当社の経営理念やブランド、株主をはじめとする各ステークホルダー（利害関係人）の

利益を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識しております。 

  こうした事情に鑑み、当社取締役会は、従前、当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益を確保し、または向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為が行われる

場合の対応方針である「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本

対応策」といいます。）を導入しておりました。 

  現時点においても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に対する侵害をもた     

らすおそれのある大量取得行為が行われるリスクは依然として存在しており、当該リスクに

対して十分な備えを行うことは、取締役会としての重大な責務であると認識しております。 

 しかしながら、買収への対応方針をめぐる近時の動向及び国内外の機関投資家をはじめと

する株主の皆様との対話状況を踏まえ、当社は、具体的な買収者が登場していない段階にお

ける一般的な目的での本対応策の継続は行わず、その有効期限である 2024 年６月開催の第 21

回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時をもって本対応策を廃止する

ことといたしました。 

  当社は、本対応策の廃止後も、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上に向けた取組みを一層推進してまいります。また、当社グループの企業価値ひいては株

主共同の利益を損なうおそれのある当社株式の大量取得行為が行われる場合には、大量取得

行為を行う者に対し、株主の皆様がその是非を判断するために必要かつ十分な時間と情報の

提供を求め、独立性を有する社外取締役の意見を尊重した上で、金融商品取引法、会社法そ

の他関係法令の許容する範囲内において、その時々において適宜適切な措置を講じてまいり

ます。 

 

2. 基本方針の実現に資する具体的な取組み 

 （1）基本方針の実現に資する特別な取組み 

当企業グループは、2024 年度以降の中期経営計画の策定を進めており、その中で資本コ
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ストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について公表してまいります。 

また、成長投資、株主還元および財務体質の健全化のバランスを確保しながら、経営資

源を配分し最適な資本構成を維持することを基本的な考え方とし、当企業グループの持続

的な企業価値向上に努めてまいります。 

さらに、当企業グループは、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示内

容に沿ったガバナンス体制を構築しておりますが、企業価値最大化に向け、継続してコー

ポレートガバナンスの強化に取組んでまいります。 

（2）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組み 

   当社は、2024 年５月 20 日開催の取締役会において、本対応策を継続せず、その有効期

間が満了する本株主総会終結の時をもって本対応策を廃止することを決議していますが、

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のため、これを損なうおそ

れのある当社株式の大量取得行為が行われる場合には、大量取得行為を行う者に対し、株

主の皆様がその是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求す

るほか、当社において当該提供された情報につき適時適切な情報開示を行う等、金融商品

取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、その時々において適宜適切な

措置を講じてまいります。 

3. 具体的な取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

  上記２（1）の取組みは、当社の基本方針及び中期経営計画に基づき、当社グループの企業

価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する具体的方策として策定されたものであり、

当社の基本方針に沿うものです。 

   また、上記２（2）の取組みは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上を目的として、これを損なうおそれのある当社株式の大量取得行為が行われる場合にお

ける、大量取得行為に関する情報提供の要求及び関係法令の許容する範囲内における適宜適

切な措置の実施等を定めるものであることから、当社の基本方針に沿うものであり、かつ会

社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 


